
報告第１８号 

地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された契約金額の 

増減の専決処分をしたことの報告について 

上記の報告をする。 

令和５年９月１１日 

             提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された契約金額の 

増減の専決処分をしたことの報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により指定され

た契約金額の増減について、下記のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定

により報告する。 

記 

１ 件名及び契約名  令和４年第２回杉並区議会定例会において議案第４４号に

より議決を得た「国指定史跡荻外荘（近衞文麿旧宅）復原

整備工事」 

２ 金 額 の 変 更  議決を得た契約金額    金８８６，６００，０００円 

           変更後の契約金額    金９４０，９６２，０００円 

           契 約 金 額 の 増 額     金５４，３６２，０００円 

３ 変 更 理 由  荻窪棟の解体を行ったところ、床下配管保温材等にアスベ

ストが含有されていることが判明し、適正に処理する必要

が生じたことや、建物解体後に多くの部材が転用されてい

ることが判明したことを受けて、文化庁の助言も踏まえ転

用材を復原年代の位置に戻すための繕い作業などが必要に

なったため。 

４ 専決処分年月日  令和５年８月１６日 


